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昭和６０年３月１３日 
協        定 

（目的） 
第１条 この協定は、関係機関の合意により、１９７９年の海上における捜索及び救助に関する

国際条約（以下「ＳＡＲ条約」という。）に準拠して、海上における捜索救助を迅速、かつ、的

確に実施するための手続等を定めることを目的とする。 
（関係機関の協力） 
第２条 警察庁、防衛庁、法務省、外務省、大蔵省、厚生省、水産庁、運輸省、海上保安庁、気

象庁、郵政省及び消防庁は海上における捜索救助に関する関係機関（以下「関係機関」という。）

として、その実施のため相互に密接に協力する。 
（捜索救助に関する手続等） 
第３条 海上における捜索救助に関する手続等については、この協定及び別に定めるところによ

るほか、ＳＡＲ条約附属書の規定による。 
（連絡調整本部） 
第４条 海上における捜索救助業務を総合的に連絡・調整するために、関係機関で構成する連絡

調整本部を海上保安庁に設置する。 
２ 連絡調整本部においては、次の場合に関係機関が協議を行う。 
（１）救助調整本部が調整する捜索救助活動の基本的な事項について取決めを行う必要があると

き。 
（２）救助調整本部による捜索救助活動の実施に当たり、外国の救助隊が我が国の領海、領土又

は領空へ立ち入ることの許可を求めたときなど特に連絡・調整を行う必要があるとき。 
３ 外国機関に対し援助を要請する必要がある時又は外国機関から援助の要請があったときは、

外務省その他の関係機関は、所要の措置をとるものとする。 
４ 第２項の協議は、海上保安庁長官又はその指名する職員が議事を進行する。 
５ 関係機関は、第２項の協議を行う必要があると認めたときは、海上保安庁長官に議題を示し

て協議を求めることができる。 
６ 海上保安庁長官は、前項の要求があったときは、速やかに会議を招集する。 
７ 関係機関は、第２項の協議の結果に基づき、所要の措置をとるものとする。 
８ 連絡調整本部の庶務は、海上保安庁において処理する。 
（救助調整本部） 
第５条 捜索救助区域において、捜索救助業務の効率的な組織化を促進し、かつ、捜索救助活動

の実施を調整するために、協定実施細目で定める関係機関の地方機関等（以下「地方機関等」

という。）で構成する救助調整本部を海上保安庁の各管区海上保安本部に設置する。 
（活動方針） 
第６条 救助調整本部においては、地方機関等が協議して海上における捜索救助活動を効率的に

実施するための活動方針を策定する。 
２ 地方機関等の船舶又は航空機の現場における捜索救助活動は、それぞれの指揮命令系統の下

に実施されるものとし、指揮命令系統の異なる船舶又は航空機が協力して当該捜索救助活動を

行う必要があると認められる場合には、相互に所要の調整を行うものとする。 
３ 地方機関等の船舶又は航空機が捜索救助活動に従事する場合にあっては、ＳＡＲ条約附属書

５．７でいう「現場指揮者」及び５．８でいう「海上捜索調整者」の指定は行わないこととす

る。 



 
４ 地方機関等は、第１項の活動方針に基づき、海上における捜索救助活動の実施に必要な活動

計画又は活動指針を作成する。 
（通報） 
第７条 外国の救助隊が我が国の領海、領土又は領空へ立ち入ることの許可を求めてきたときは、

救助調整本部は直ちに外務省及び地方機関等にその旨を通報するものとする。 
２ 外国機関に対し救助隊の出動等の援助を要請する必要があるとき及び外国機関からかかる援

助の要請があったときは、救助調整本部は外務省にその旨を通報するものとする。 
（協議） 
第８条 救助調整本部において、次の場合に地方機関等が連絡・調整のための必要な協議を行う。 
（１）地方機関等が相互に特別な協力をして捜索救助活動を実施する必要があるとき。 
（２）外国の救助隊が我が国の領海、領土又は領空へ立ち入ることの許可を求めてきたとき。 
２ 前項の場合において、救助調整本部は、必要があると認めるときは、関係地方公共団体及び

その他の機関に対し、あらかじめ遭難情報等を提供しておくとともに、その参加を求めること

ができる。 
（議事の進行及び庶務） 
第９条 第６条第１項及び前条第１項の協議は、管区海上保安本部の長又はその指名する職員が

議事を進行する。 
２ 地方機関等は、第６条第１項及び前条第１項の協議を行う必要があると認めるときは、管区

海上保安本部の長に議題を示して協議を求めることができる。 
３ 管区海上保安本部の長は、前項の要求があった時は、速やかに会議を招集する。 
４ 救助調整本部の庶務は、管区海上保安本部において処理する。 
（自衛隊の派遣の要請） 
第 10条 海上における捜索救助のため、自衛隊法第 83条第２項の規定に基づく自衛隊の派遣を
要請する必要があると認められたときは、海上保安庁又は救助調整本部の協議に参加した都道

府県は、同条第１項の規定による所要の手続をとるものとする。 
（実施細目） 
第 11条 この協定の実施に必要な細目は、連絡調整本部が別に定めるものとする。 
 
附 則 
第１条 この協定は、我が国についてＳＡＲ条約の効力が発生する日から施行する。 
第２条 この協定（救助調整本部の設置を含む。）は、関係機関の従来の権限及び現行法に基づく

他の諸制度に影響を与えるものと解してはならない。 
 


